
新型インフルエンザに関する当面の対処方針について 

 
 

各国で猛威を振っている新型インフルエンザについて当連盟の所割であります経済

産業省より「当面の対処方針」についての指針が示されました。（下記参照） 

会員練習場様には安全の確保を務めて頂き、政府等から示される新型インフルエ

ンザに関する情報等を注視するよう周知徹底をして頂けますようお願い申し上げま

す。 
 

【対処方針】 

１．情報収集と経済活動への影響の確認 

  発生国における罹患等の状況及び諸外国の対応状況等について把握に努める

とともに、発生国における経済活動への影響、当該国での生産活動等が停滞し

た場合の国内産業への影響について確認する。 

 

２．ライフライン・生活必需品に係る対応 

   電力・ガス・石油等のライフラインや生活必需品に関して、 

z 発生国からのエネルギー資源の供給に与える影響 
z 国内における供給体制、備蓄状況、流通方策 
などの確認を行うとともに、 

z 職場における感染防止策、重要業務の着実な継続のための計画（事業継続計
画）の策定 

など、安定供給の確保のための準備を行うよう事業者等に要請する。 

 

３．産業界等に対する注意喚起と要請 

 関係事業者団体・独法・政府系金融機関等に対して、政府等から発出される情

報を注視するとともに、職場での感染予防策をはじめ、国内で発生した場合に

備え事業体制の確認等を要請する。 

 

   また、我が国の輸出入に制約が生ずる場合等に、必要に応じて、中小企業への

影響を調査し、政府系中小金融機関等における相談窓口の設置、セーフティネ

ット貸付、セーフティネット保証等の支援策を講ずる。 

 

４．その他 

発生国への出張等の渡航に当たっては、安全に関する情報に留意する。 


